
草津市監査委員告示第８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、市長か

ら監査結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により、その内

容を次のとおり公表する。 

令和２年９月３０日 

 

草津市監査委員 岡 野 則 男 

草津市監査委員 山 元 宏 和 

 

〔定期監査〕 

令和２年１月３１日告示分および令和２年３月３１日告示分 

 

監査対象：介護保険課  

意見・指摘事項 措置状況等 

草津市介護保険条例施行規則様式第

20号の２中、福祉用具貸与・購入状況の

項目について、制度改正に伴い追加・変

更されている品目等があるので、当該様

式を改正されたい。 

草津市介護保険条例施行規則様式第

20号の２を改正し、制度改正に伴う福祉

用具貸与・購入状況の品目等の追加・変

更を行い、令和２年４月１日から施行し

ました。 

 

監査対象：障害福祉課 

意見・指摘事項 措置状況等 

障害者福祉センター指定管理業務に

おける事業報告書の記載内容は、仕様書

で示している業務内容順にわかりやす

く整理し報告するよう、受注者に対して

指導されたい。 

障害者福祉センター指定管理業務に

おける事業報告書の記載内容を仕様書

で示している業務内容順の報告にする

よう、今年度の事業計画書から仕様書で

示している業務内容順に記載するよう

指導しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



監査対象：交通政策課 

意見・指摘事項 措置状況等 

各駐車場の定期使用料の還付につい

て、使用者からの申し出による解約に基

づく還付を認めるのであれば、それぞれ

の条例施行規則で具体的に定めること

を検討されたい。 

各駐車場における使用者からの申し

出による解約に基づく定期使用料の還

付については、それぞれの条例施行規則

で具体的に定めました。 

 

監査対象：スポーツ保健課 

意見・指摘事項 措置状況等 

委託業務に関する実績報告の提出お

よび業務の履行確認について 

・小学校体力向上プロジェクト業務、中

学校体力向上プロジェクト業務ならび

にジュニアスポーツフェスティバル

KUSATSU2018 開催業務の完了にあたって

は、精算報告だけではなく、仕様書に基

づく事業の実施や目的に対する成果が

確認できるよう、実績報告書の提出を仕

様書に明示するとともに、当該報告書に

より業務の履行確認を適正に行われた

い。 

また、研究報告書など成果物の納品を

求める場合は、仕様書に具体的に明示さ

れるよう、契約書および仕様書の見直し

を検討されたい。 

・業務の一部をやむを得ず中止する場合

は、たとえ契約書を交わしていない案件

であってもその旨報告を求めるととも

に、契約変更の必要がなくとも委託料の

支払理由を明確にして書面で残された

い。 

・精算報告について、１契約で複数の業

務（小学校体力向上プロジェクト業務）

を委託する場合は、事業別に経費を分け

て報告を求められたい。 

今後も実施を予定している小学校体

力向上プロジェクト業務、中学校体力向

上プロジェクト業務について、 

・仕様書に基づく事業の実施や目的に対

する成果が確認できるよう、実績報告書

の提出を仕様書に明示するとともに、当

該報告書により業務の履行確認を適正

に行うよう改善しました。 

また成果物の納品について、契約書お

よび仕様書に追記しました。 

・令和２年度から、業務の一部をやむを

得ず中止する場合は、少額な契約におい

てもその旨報告を求め、経緯や委託料の

支払理由について書面で残す取扱いに

変更しました。 

・令和２年度から、精算報告について、

小学校体力向上プロジェクト業務の事

業別に経費を分けて報告する取扱いに

変更しました。 

 



監査対象：図書館 

意見・指摘事項 措置状況等 

草津市立図書館（本館）の施設使用料

等の取扱いについて、収納までの期間

（長期にわたる現金の保管）や収納日が

不定期であり、金庫保管金管理表の運用

にも疑義があるので、現金保管に係るリ

スクを考慮した収納方法の改善を検討

するとともに、マニュアル（手順書）を

作成されたい。また、現金保管は複数人

で確認することを徹底されたい。 

施設利用に係る使用料につきまして

は、毎月１０日までに収納するように改

め、現金の取扱いおよび保管時は、二人

以上で確認をするよう改善しました。併

せてこれらの取扱いについてマニュア

ル（手順書）を作成し、職員に対して周

知を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 


